診療情報提供書
（兼　訪問リハビリテーション依頼書）
介護老人保健施設　一心館　宛　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _GoBack]指示日：　　　年　　　月　　　日
［紹介元］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
医療機関・施設の名称　　　　　　　　　　　　　　　
所　  在　  地 　　　　　　　　　　　　　　　　　
電　話　番　号　 　　　　　　　　　　　　　　　　
	患者氏名
	
	性別
	男
女
	生年月日
	明・大・昭・平　　年　　月　　日
（　　歳）

	診断名
	１．　　　　　　　　　　　　発症年月日　　年　月　日
２．　　　　　　　　　　　　発症年月日　　年　月　日
３．　　　　　　　　　　　　発症年月日　　年　月　日
	障害名
	１．
２．
３．

	症状・治療経過
	




	投薬中の　薬剤の　　用法・用量
	1.　　　　　　　　　　　　　　　　　4.
2.　　　　　　　　　　　　　　　　　5.
3.　　　　　　　　　　　　　　　　　6.

	装着・使用
医療機器等
	１．透析液供給装置　２．酸素療法（　　l／min）　　３．吸引器　
４．経管栄養（経鼻・胃瘻：チューブサイズ              、　日に1回交換）                   　５．留置カテーテル（サイズ　　　　、　　日1回交換）６．　気管カニューレ（サイズ　　　　）　
７．ドレーン（部位：　　　　　　）８．人工肛門　　　９．人工膀胱　　　　　　　　
10．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

	身体の状態
	□　麻　痺　（右　・　左）　□　筋力低下　　　□　関節拘縮　  　□　失調・不随運動　
□　四肢欠損（　　　　　　　　　）　　　  　　□　褥瘡　　　　　□　その他（　　　　）

	リハビリへの依頼内容
	□関節可動域訓練　　□筋力強化（部位　　　　）□起居動作練習　　□日常動作練習　
□歩行練習　　　　　□呼吸機能練習　　　　　　□言語機能練習　　□摂食・嚥下　　
□介助方法の統一・指導　　　　　□自主トレ指導　　
□その他（　　　　　          ）

	リハビリ実施上の留意点　　　※下記いずれかのご指示をお願いいたします。
〈留意点〉　□転倒転落　　□疼痛増悪　　□皮膚損傷　　□誤嚥　　□禁忌肢位（　　　　　　　）
〈中止基準〉□安静時収縮期血圧　　　mmHg以下または　　mmHg以上 　□安静時拡張期血圧　　　mmHg以上
　　　　　□安静時脈拍　　　/分以下または　　　/分以上
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	緊急時の連絡先、不在時の対応方法

	「計画的な医学管理を行っている医師の適切な研修」の受講状況
□修了済み　　□受講途中　　□未受講　　　　　　　　　　　　※別紙をご参照ください。


医師氏名　　　　　　　　　　　　㊞

（別紙）

【訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション】
〇事業所の医師が診療せず、「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療した場合の減算（診療未実施減算）

 　　問１ 別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪 問リハビリテーション
事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の 医師から情報提供を受けてリハビリテーション
を計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をして
いれば、基本 報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。こ
の「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した
場合は含まれるか。 


（答） 含まれる。なお、別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、日医かかりつけ医
機能研修制度の応用研修会プログラムのうち、該当プログラ ム（※）を含んだ上で、指定訪問リハビリテーショ
ン事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計６単位以上を取得していること、または、令和7年3月31日までに取得する予定であることが必要。
（※）応用研修における該当プログラム 
令和６年度（応用研修の詳細は、日医かかりつけ医機能研修制度を確認すること）
 ・リハビリテーションにおける医療と介護の連携 
令和５年度 
・介護保険制度における医療提供と生活期リハビリテーション 
・口腔・栄養・リハビリテーションの多職種協働による一体的取組 
令和４年度 
・フレイル予防・対策 
・地域リハビリテーション 
令和３年度 
・ かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際 
・ リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害 
・ 在宅リハビリテーション症例 
（参考）日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムは、各年度全６単位が基本 的に１日の研修で実施されている。 
なお、令和６年度介護報酬改定において、適用猶予措置期間中であっても、当該事業所の従業者は、計画的な医学的管理を行っている医師の適切な研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載することが義務づけられている。ついては、別の医療機関の医師は、当該利用者に関する情報提供をする際には、「適切な研修の修了等」の有無についても、訪問リハビリテーション事業所の求めに応じて伝達する必要がある。日医かかりつけ医機能研修制度 (日本医師会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ) また診療未実施減算の適用猶予措置期間は、令和９年３月31日までであることに留意 すること。

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.８）（令和６年７月９日）より抜粋

